
令和８年度都区財政調整協議まとまる 

～交付金総額 約６２１億円（４．８％）の増～ 

財調協議の概要 

◆協議の特徴 

昨年の 12 月２日から始まった令和８年度都区財政調整協議は、本年２月３日の都区協議

会において都区合意に至りました。 

今回は、物価高騰の経済への影響、不合理な税制改正の懸念等、都区を取り巻く財政環境

の先行きを見通すことが困難な中での協議となりました。 

具体的には、都区間の配分割合の変更事由にあたる事項はないことから、投資的経費の見

直しに伴う経常的経費への反映、高校生等医療費助成事業費、副食費の無償化（保育所等）、

基準財政需要額のあり方などの特別区相互間の財政調整が、協議の中心となりました。 

区側は、現在の社会経済状況への対応を図るため、昨年度に引き続き、既算定経費の見直

しを行い、新規・充実に加え、改善・縮減項目を整理し提案を行うなど、特別区間で自主的

に調整した内容を基本に整理すべく協議に臨みました。 

協議の結果、副食費の無償化など、一部の課題については協議が整いませんでした。一方

で、投資的経費の見直しに伴う経常的経費への反映など、23 区間で主体的に調整して提案し

た事項の相当程度を反映することとなりました。 

◆財調上の諸課題の協議 

 引き続きの課題である都区財政調整上の諸課題については、以下のような協議が行われま

した。 

○特別交付金 

≪交付率の変更等≫ 

特別交付金の算定の予見性、透明性・公平性の向上や事務負担軽減を図るため、実態に

合わせた交付率の変更や交付率の引上げ目安の作成等の算定の改善を提案しました。 

これに対し、都側は、交付率の変更の検討に当たっては、景気後退時の調整税等の減収

局面も考慮する必要があり、単に直近の実態のみをもって行うべきではない。交付率の引

上げは、あらかじめ目安を作成し明示するものではないと主張し、協議不調となりました。 

≪「Ｃ‐イ」の算出方法の変更≫ 

算定項目「Ｃ‐イ 普通交付金算定対象外施設に係る老朽化への緊急対応」の算出方法

について、財調単価による算定額と実績額に乖離が生じていること、昨今の建築資材の高

騰等による影響を踏まえ、実績額による算定に見直すことを提案しました。 

これに対し、都側は、現行の算出方法が、各区の事業の規模や単価のグレード差を調整

していることを踏まえると、実績額による算定に変更すべきではない。昨今の建築資材の

高騰等による影響については、申請初年度から事業終了年度までの財調単価の平均を基に
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精算すべきと主張しました。 

区側は、特別区の実態を踏まえると、実績額で算出する方法が、今日的な手法として妥

当であるという考えに変わりはないものの、乖離が生じている現下の状況を看過すること

もできないため、都側の見解を踏まえ、事業終了年度に申請初年度から事業終了年度まで

の平均財調単価を基に精算する修正案を提示し、協議の結果、区側修正案に沿って整理さ

れました。 

○都市計画交付金 

特別区が行う都市計画事業をより計画的に推進できるよう、都区双方の都市計画事業の

実績に見合った財源の確保、全都市計画事業の交付対象化、交付率の上限撤廃、都市計画

公園整備事業に係る単価の算定方法の改善を求めるとともに、都が行う都市計画事業の実

施状況や都市計画税の充当事業の詳細の提示等を求めました。 

これに対し、都側は、これまでも、各区の都市計画事業の実施状況や課題等を踏まえ、

必要な予算額を確保しており、今後も引き続き、各区における都市計画事業の実施状況等

を勘案しつつ、適切に対応していくなど従来の主張を繰り返し、踏み込んだ議論に至りま

せんでした。 

令和８年度財調フレーム協議 

◆財源見通し 

財調交付金の財源となる調整税等は、市町村民税法人分が増となったことなどにより、２

兆４，１０６億円、今年度と比べ、９９１億円、４．３％の増となりました。 

財調交付金総額は、１兆３，６０４億円、４．８％の増となりました。 

基準財政収入額は、特別区民税の増などにより、１兆６，５４２億円、今年度と比べ、１，

４４６億円、９．６％の増となりました。 

基準財政需要額は、各区の実績を踏まえた算定項目の充実や改善を行った結果、２兆９，

３３０億円、今年度に比べ、２，０２９億円、７．４％の増となりました。 

◆主な課題の協議結果 

個別の課題については、以下のような協議が行われました。 

○投資的経費の見直しに伴う経常的経費への反映 

 令和７年度財調協議の投資的経費の見直しで、標準事業規模等を再設定した 24 施設の

維持管理運営費について、区の実態を反映するための算定の見直しを提案しました。 

これに対し、都側は、標準事業規模について、投資的経費の見直し時の調査結果と、今

回の調査結果で大きな差が見られる施設は、見直しが必要である。また、公園内の公衆便

所に係る維持管理経費について、公園維持管理費と一体的な見直しを検討すべきなどと主

張しました。 

このため、区側は、都側の見解を踏まえ、標準事業規模について、改めて設定するとと

もに、公園内の公衆便所に係る維持管理経費については、次年度以降、公園維持管理費と

一体的な見直しの検討を行うとする修正案を提示し、協議の結果、区側修正案に沿って整

理されました。 
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その他、高校生等医療費助成事業費の令和８年度からの新たな区負担分について、新規

に算定することとなりました。 

令和７年度財調再調整協議 

市町村民税法人分の増などにより、追加需要算定可能額は最終的に４７７億円となりまし

た。 

協議の結果、「共同生活援助等事業費」、「第一子無償化への対応」、「予防接種費（新型コ

ロナウイルス）」、「標準給単価等の見直し」、「首都直下地震等に対する防災・減災対策とし

ての公共施設改築経費」、「義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外」の追加算定が

行われることになりました。 

第２回都区協議会 

以上の協議結果を踏まえ、２月３日に開催された都区協議会において、最終的に合意され

ました。 

会議の席上、区側委員を代表して吉住健一特別区長会会長が発言した内容は別紙３のとお

りです。 

都区協議会の詳細については、下記ホームページにて、録画映像の視聴が可能です。 

https://www.youtube.com/watch?v=9dwcvnhihh4 
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都区財政調整協議会のまとめ 

 

Ⅰ 令和８年度当初フレームにおける協議課題の整理一覧 

 １．新規算定                    ７項目 

○おくやみコーナー運営事業費 

○高齢者見守り推進事業費 

○子供食堂推進事業費 

○高校生等医療費助成事業費 

○予防接種費（帯状疱疹） 

○商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（脱炭素化関連）） 

○【小・中学校費】学校職員費（校内別室指導支援員） 

 ２．算定改善等                  ２９項目 

＜算定充実＞       ９項目 

○男女共同参画事業費 

○公金取扱手数料（指定金融機関業務経費） 

○共同生活援助等事業費 

○子ども医療費助成事業費 

○母子保健指導費（両親学級） 

○道路認定事務費 

○【小・中学校費】学校運営費（電気料・ガス料・水道料） 

○【小・中学校費】学校法律相談事業費 

○日本語適応指導事業費 

＜事業費の見直し＞    ７項目 

○区民関係等事務費（人権擁護員） 

○区民関係等事務費（調査委託料） 

○【投資・密度補正】老人福祉費 

○予防接種助成事業費（帯状疱疹ワクチン） 

○総務管理費（産業医報酬） 

○【投資・態容補正】まちづくり事業費（防災生活圏促進事業） 

○【投資・態容補正】まちづくり事業費（都市再生総合整備事業） 

＜算定方法の改善等＞  １３項目 

○指定管理者選定等経費 

○区立施設定期点検調査費 

○第一子無償化への対応 

○私立保育所施設型給付費等 

別紙２ 
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○衛生総務費（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）） 

○予防接種費（高齢者肺炎球菌） 

○作業運営費（粗大ごみ収集運搬委託・粗大ごみ処理手数料） 

○公衆浴場助成事業費 

○【態容補正】農業振興経費 

○私立幼稚園施設型給付費 

○再任用職員住居手当支給開始に伴う標準給及び再任用（短時間）職員給与の

見直し 

○公共施設ＬＥＤ灯切替事業に伴う電力消費量の反映 

○投資的経費の見直しに伴う経常的経費への反映 

 ３．その他                      ２項目 

○特別交付金の算定ルールの一部見直し 

＜財源を踏まえた対応＞ 

○公共施設改築工事費の臨時的算定 

 

 

Ⅱ 令和７年度再調整の整理一覧 

 再調整について                    ６項目 

 ○共同生活援助等事業費 

○第一子無償化への対応 

○予防接種費（新型コロナウイルス） 

○標準給単価等の見直し 

○首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改築経費 

○義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外 
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都区協議会における特別区長会会長発言要旨 
 

今年度の都区財政調整協議は、物価高騰による経済への影響、不合理な

税制改正の懸念等、都区を取り巻く財政環境の先行きを見通すことが困難

な中での協議となった。 

まず、都区間の財源配分に関する事項について、配分割合の変更事由に

あたる事項はないことから、現行の配分割合の下、協議を行なってきた。 

次に、特別区相互間の財政調整について、第一子無償化への対応など、

区側提案の多くを反映することができた。 

このように協議の取りまとめに至ったのは、都区双方の努力の成果だと

考えている。 

継続して検討が必要な課題については、引き続き、真摯に協議に取り組

んでいく。 

また、昨年１２月１９日に取りまとめられた令和８年度与党税制改正大

綱では、地方法人課税に対する措置に加えて、固定資産税について、必要

な措置を検討し、令和９年度以降の税制改正において結論を得るとされ、

都区の貴重な税源をさらに吸い上げようとする動きが見受けられる。 

このような国の動きは、決して看過できるものではない。都区で連携し

て「不合理な税制改正」に、断固として反対していきたいと考えている。 

最後に、都と特別区には安全・安心なまちづくりや少子・超高齢社会へ

の対応など、取り組むべき喫緊の課題が山積しており、都民・区民のため

に、これまで以上に連携し、東京の未来を共に創り上げていかなければな

らないと考えている。 

今後も都区が真摯に協議を重ねながら、課題の解決に当たっていくこと

を期待して、協議案を了承する。 

別紙３ 
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